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８ 救急医療 

■ 救急医療体制の体系的な整備                             

《現状と課題》 

◆ 本県における救急医療は、重症・重篤患者の救命救急診療を行う「三次救急医療」、

手術や入院治療の必要な重症患者の診療を行う「二次救急医療」、休日や夜間などに

おいて比較的軽症の救急患者の外来診療を行う「初期救急医療」と、重症度や緊急

度に応じた体系的な医療提供体制を構築しています。 

 

現在の県内の救急医療体制 

区 分 内 容 医 療 機 関 

三次 

救急医療 

心筋梗塞、脳卒中、頭部外傷などによ

る重症・重篤患者の救命救急診療を行う 

・県立中央病院救命救急センター 

・県立新庄病院地域救命救急センター 

・公立置賜総合病院救命救急センター 

・日本海総合病院救命救急センター 

・山形大学医学部附属病院 

二次 

救急医療 

二次保健医療圏を対象に、手術や入院

治療の必要な重症患者の診療を行う 
・救急告示病院(33 病院) 

初期 

救急医療 

身近な地域において、休日や夜間に比

較的軽症な救急患者の外来診療を行う 

また、手術や入院治療が必要な重症患

者を二次救急医療機関へ転送する役割を

担う 

・休日・夜間急患センター(７か所) 

・在宅当番医(11 市町をカバー) 

・郡市地区医師会と救急告示病院の 

連携による休日夜間診療（４か所） 

・かかりつけ医 など 

  

◆ 三次救急医療は、各地域の基幹病院に整備された救命救急センター（村山地域：

県立中央病院、置賜地域：公立置賜総合病院、庄内地域：日本海総合病院）及び地域

救命救急センター（最上地域：県立新庄病院）が担っています。 

また、山形大学医学部附属病院は、三次救急医療機関としての機能に加え、特定

機能病院として、高度先進医療の提供及び高度医療技術の開発などを行っています。 

◆ 二次救急医療は、県が救急告示病院として認定した33病院が担っています。 

◆ 初期救急医療は、かかりつけ医のほか、市町や郡市地区医師会が休日・夜間急患

センターや在宅当番医制等により実施しており、一部地域では郡市地区医師会と救

急告示病院が連携した休日夜間診療により対応しています。休日昼間の診療は、曜

日や時間帯に差はあるものの、県内全域で対応できる体制となっていますが、平日

夜間診療は北村山地域で未整備となっており、休日夜間診療は西村山地域、北村山

地域、最上地域、置賜地域の４地域で未整備となっています。 

◆ 初期救急医療体制の整備に伴い、二次・三次救急医療機関を受診する患者数は減

少傾向にありますが、依然として軽症患者が約８割と高い水準となっています。二

次・三次救急医療機関は、手術や入院が必要な重症・重篤な患者に対する救急救命

処置を行いますが、軽症患者の受診が増加すれば、重症・重篤患者に対する適切な

医療が提供できなくなる恐れがあります。そのため、県では啓発動画やチラシを作
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成し、重症度や緊急度に応じた医療機関の適正受診について、県民への啓発を行っ

ています。 

◆ また、急病による救急搬送が増加傾向にある中、平成19年３月から小児救急電話

相談を、平成23年９月からは大人の救急電話相談を開始し、急病時における県民の

不安解消を図っています。 

◆ 救命率の向上と傷病者の予後改善に向け、平成24年11月には、「山形県ドクターヘ

リ」を導入しました。これにより、県全域をほぼ30分でカバーできる高度救急医療

搬送体制を整備しています。 

また、平成25年３月には福島県ドクターヘリとの広域連携（相互応援）協定を締

結し、以降、平成25年10月に新潟県、平成26年11月に秋田県、平成29年３月に宮城

県と協定を締結し、隣県全てのドクターヘリとの相互応援体制を整備しています。 

◆ 高齢化の進展に伴い、救急搬送に占める高齢者（65歳以上）の割合が年々増加し

ています。今後は、高齢者救急の特殊性（多臓器疾患、合併症等）に対応できる体制

整備が課題となっています。 

◆ また、三次救急医療機関等での救急救命処置後、重度の後遺症や合併症のある患

者が適切な医療機関や介護施設等へ円滑に移行できる体制整備も重要となります。 

◆ 新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえた救急医療体制の確保が必要で

す。 

救急搬送に占める高齢者（65歳以上）の割合 

 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

救急搬送人員数 41,640人 43,277人 42,708人 37,637人 39,770人 44,150人 

 
うち高齢者数 28,151人 29,421人 29,525人 26,779人 28,179人 31,326人 

高齢者割合 67.6％ 68.0％ 69.1％ 71.2％ 70.9％ 71.0％ 

資料：総務省消防庁「救急・救助の現況」 

《目指すべき方向》 

○ 二次保健医療圏ごとに、初期救急医療から三次救急医療まで、患者の重症度や緊

急度に応じた体系的な医療提供体制の充実強化を推進します。 

○ 医療機関の適正受診を促すため、県民への周知啓発を一層推進します。 

また急病時における県民の不安解消のため、引き続き救急電話相談を実施すると

ともに、更なる利用促進と相談体制の強化を図ります。 

○ 山形県ドクターヘリについて、関係機関と共に症例検討を重ね、更なる円滑で効

果的な運用につなげます。また、更なる救命率の向上と傷病者の予後改善に向け、

ドクターヘリが運航できない夜間や天候不良時などにおける対策について調査・検

討を行います。 

○ 救急搬送に占める高齢者割合の増加に対し適切な医療を提供するため、医療施設

内での診療科間連携に加え、医療施設間、更には介護施設等との相互連携を推進し

ます。 

○ 救命期後、患者の状態に応じた療養の場（適切な医療機関、介護施設、在宅等）へ

円滑に移行できるような地域全体の連携体制を構築します。 

○ 新興感染症の発生・まん延時においても、必要な感染対策を講じ、救急患者を受

け入れる体制の整備を図ります。 
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目 標 値 

項 目 
現 状 

（R４） 

2024 

（R６） 

2025 

（R７） 

2026 

（R８） 

2027 

（R９） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

二次・三次救急医療機

関を受診する軽症患者

数の割合 

79.0％ 78.4％ 78.1% 77.8% 77.5% 77.2% 76.9% 

救急医療機関、かかり

つけ医、介護施設等の

関係機関が参加したメ

ディカルコントロール

（ＭＣ）協議会等(県及

び各地域)の開催回数

（もしくは地域数） 

【ＭＣ協議会数】 

県１、地域４ 

0回 

 

 

1回 

（県） 

 

5回 

(県及び

4地域) 

5回 

(県及び

4地域) 

5回 

(県及び

4地域) 

5回 

(県及び

4地域) 

5回 

(県及び

4地域) 

［県医療政策課、消防救急課調べ］ 

目指すべき方向を実現するための施策 

・ 県は、初期救急医療から三次救急医療までの救急医療体制の充実強化に向け、市町村、

郡市地区医師会、救急医療対策協議会等、関係機関における二次保健医療圏ごとの実情

を踏まえた連携強化等の取組を支援します。 

・ 県は、医療機関の適正受診について、県の広報媒体やチラシ等を活用し、更なる普及

啓発を推進します。 

・ 県は、救急電話相談について、市町村や医療機関などの協力を得ながら更なる周知啓

発を図ります。 

・ 県は、医療機関、消防機関、県医師会等の関係機関で構成される山形県ドクターヘリ

運航調整委員会を定期的に開催し、事例検証や課題への対応策の検討等により運航体制

や救急搬送体制の質の向上・充実強化を図ります。また、隣県ドクターヘリとの相互応

援の実施により、引き続き広域連携体制の強化を図ります。 

  更には、他県で導入が見られるドクターカーについて調査・検討を進めます。 

・ 県は、高齢者救急における医療提供体制や救命期後の適切な医療機関等への円滑な移

行について、医療機関、消防機関、医師会で構成されるメディカルコントロール※協議会

に、新たに介護施設等の地域の関係機関からも参画を得て検討を行うことにより、高齢

者がより安心して医療介護等のサービスが受けられるよう、地域包括ケアシステムの構

築を図ります。 

※  メディカルコントロール：医学的観点から、救急救命士等が行う救急救命処置の質を保証すること 

・ 県は、新興感染症の発生・まん延時において円滑な救急医療の提供がなされるよう、

医療機関と連携して重症者用の病床や個人防護具等の確保を図るとともに、山形県感染

症対策連携協議会等の場を活用し、医療機関や消防機関との連携体制を強化します。  
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■病院前救護体制の整備                                     

《現状と課題》 

（１）救急搬送の状況 

◆ 県内の消防機関における救急自動車による令和４年の救急出動件数は47,551件、

搬送人員数は44,150人となっています。平成30年まで増加傾向が続いた後、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年に大きく減少し、令和３年から再び

増加傾向にあります。 

救急出動件数及び救急搬送人員数 

 

資料：総務省消防庁「救急・救助の現況」 

◆ 令和４年における搬送人員の割合について事故種別で見ると、最も多いのが急病

（68.0％）、次いで一般負傷（15.1％）、交通事故（4.3％）となっています。 

また、急病のうち重症（重篤を含む）であった症例について原因別で見ると、最

も多いのが脳疾患（26.1％）、次いで心疾患（22.2％）となっています。 

◆ 令和４年における搬送人員の年齢区分では、高齢者（65歳以上）の割合が71.0％

と最も多く、年々増加傾向にあります。 

◆ 救急自動車の現場到着までの平均所要時間、病院収容までの平均所要時間は、救

急隊員（救急救命士を含む）の現場における応急処置の増加、高齢者や精神疾患の

傷病者等への対応困難事案の増加などにより、延伸傾向にあります。 

◆ 救急搬送困難事例（救急隊から医療機関への受入要請が４回以上の重症症例等）

は増加傾向にあり、その９割以上は村山地域に集中しています。医療機関での受入

れが困難となる主な理由としては、処置困難、専門外及び患者対応中などが挙げら

れています。 

  そのため、県では、「傷病者搬送・受入実施基準協議会」、「村山地域救急搬送改善

検討会」等において、村山地域における救急搬送困難事例の解消に向けた検討を行

っています。 

◆ 総務省消防庁「救急蘇生統計」によると、令和４年における一般市民が目撃した

心原性心肺機能停止傷病者の「１か月後の生存率・社会復帰率」において、本県は

全国下位(30位台)に低迷しています。 

42,288
42,584 42,678

43,105 43,092
43,430

43,849

45,683
45,314

40,115

42,623

47,551

40,048
40,285 40,355

40,712 40,951
41,359

41,640

43,277

42,708

37,637

39,770

44,150

36,000
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40,000
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44,000
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出動件数 搬送人員
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一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の生存率及び社会復帰率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省消防庁「救急蘇生統計」  

（２）病院前救護体制の整備状況 

◆ 救急医療の需要が増加傾向にある中、救急隊が医療機関への搬送途上から早期に

適切な救命処置を行うことが救命率の向上につながることから、病院前救護におけ

るメディカルコントロール体制の整備が重要となっています。 

◆ 救急救命士が行うことができる救急救命処置は、医師の包括的な指示下での除細

動、医師の具体的指示下での気管挿管・薬剤投与に加え、心肺機能停止前の静脈路

確保と輸液の実施等が可能になるなど、徐々にその範囲の拡大と高度化が図られて

います。 

◆ 県では、山形県救急業務高度化推進協議会（県メディカルコントロール協議会）

及び各地域メディカルコントロール協議会を設置し、救急活動プロトコル（手順書）

の策定、救急活動の事後検証及び救急救命士の継続教育等により、病院前救護体制

の整備を推進しています。 

◆ また、県では、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」を策定し、傷病者の

症状などに応じた迅速かつ適切な救急搬送と受入体制の整備を推進しています。 

◆ 救急搬送を担う県内の消防機関には、令和５年４月１日現在、救急救命士の有資格

者が437人おり、そのうち336人が救急救命士として活動しています。 

また、救急救命士を中心として編成された救急隊67隊と高規格救急自動車82台が配

置されています。 

◆ 県では、県内の消防機関で救急隊に配置されている救急救命士のうち、335人（令

和５年４月１日現在、99.7％）に対して薬剤投与の実施を認めています。 
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◆ 県は、平成29年３月に新たに指導救命士制度を創設し、救急救命士の全体の質向

上並びに各消防機関の教育訓練レベルを向上及び標準化に努めています。 

◆ 救急救命士が行う救急救命処置の医学的な質を確保するためには、医師による救

急救命士への指導体制の充実強化が必要となります。 

そのため県では、国庫補助事業を活用し、救急医療の現状分析や救急隊等への助

言・指導を行う「ＭＣ医師」を配置するとともに、メディカルコントロールに精通

した医師の養成セミナーを実施しています。 

◆ 更に、救命率の向上には、一般県民による応急手当が重要であることから、県で

は、ＡＥＤの設置箇所の拡大や一般県民へのＡＥＤ操作を含めた応急手当法講習会

を実施しています。 

 

《目指すべき方向》 

○ 県メディカルコントロール協議会等を活用し、消防機関、医療機関等との連携に

よる病院前救護体制を一層強化するとともに、救急搬送における高齢者割合の増加

に対応するため、地域における介護施設等との連携体制の構築を推進します。 

○ 「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」の実施状況の調査・検証により、

より円滑な傷病者の搬送・受入体制の構築を推進します。 

○ 救急搬送困難事例の減少に向け、消防機関と医療機関での迅速な連絡体制の構築

を推進します。 

○ 医療機関までの収容所要時間が延伸傾向にある身体的な疾患を合併した精神疾患

患者への対応について、一般救急医療機関と精神科救急医療機関との連携を推進し

ます。 

○ 救急救命士及び通信指令員の養成・継続教育を推進し、救急業務の高度化を図る

とともに、新たに創設した「指導救命士」の養成と効果的な運用を推進します。 

○ 救急隊への指示・指導を行うメディカルコントロールに精通した医師の養成・継

続教育を推進します。 

○ 現場に居合わせた人（バイスタンダー）によるＡＥＤの使用等、適切な応急手当

の普及を一層推進します。 
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目 標 値 

項 目 現 状 
2024 

（R６） 

2025 

（R７） 

2026 

（R８） 

2027 

（R９） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

救急救命士のうち薬剤

投与認定者の割合 

99.7％

（R４） 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

脳卒中病院前救護（Ｐ

ＳＬＳ）コース講習を

受講した救急救命士の

延人数 

299人 

（R４） 
336人 368人 384人 400人 416人 432人 

指導救命士数 
38人 

（R４） 
44人 44人 47人 47人 50人 50人 

救急要請（入電）から

医療機関収容までの平

均所要時間 

44.7分 

（R４） 
41.3分 41.3分 41.3分 39.3分 39.3分 38.8分 

一般市民が目撃した心

原性心肺機能停止傷病

者に対し一般市民によ

り除細動（ＡＥＤ）が

実施された割合 

3.4％ 

（R４） 
4.8％ 4.8％ 4.8％ 5.7％ 5.7％ 5.7％ 

一般市民が目撃した心

原性心肺機能停止傷病

者の1か月後の生存率

（直近５か年平均） 

10.9％ 

(H30～

R4) 

― ― 12.3％ ― 12.8％ ― 

一般市民が目撃した心

原性心肺機能停止傷病

者の１か月後の社会復

帰率（直近５か年平

均） 

7.38％

(H30～

R4) 

― ― 8.1％ ― 8.9％ ― 

総務省消防庁「救急・救助の現況」［（調査周期：１年）］ 

［県消防救急課調べ］ 

 

目指すべき方向を実現するための施策 

・ 県は、県メディカルコントロール協議会を定期的に開催し、より質の高い救急業務に

対応できる体制の構築に取り組みます。 

・ 県は、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」に基づく実態調査と分析を継続す

るとともに、円滑な搬送及び受入調整並びに転院搬送に資するシステムの構築に取り組

みます。 

・ 県は、救急搬送困難事例の減少に向けて救急医療情報システムの導入を図る消防機関

と救急医療機関の取組を支援します。 

・ 救急医療機関は、救急搬送の受入れ体制の強化により、救急搬送困難事例の減少に努

めます。 

・ 県は、市町村等による、医師の指示の下いち早く高度な救急救命処置が実施可能な救

急救命士の計画的な養成を支援します。 

・ 県は、病院前救護において、傷病者の迅速な観察、適切な判断及び救急搬送を行える

よう、救急救命士、救急隊員及び通信指令員の教育を実施します。 

・ 県は、メディカルコントロールに精通した指導医を養成するため、引き続き指導医セ

ミナー等を開催します。 

・ 県は、市町村及び消防機関と連携し、心肺機能停止傷病者に対する救命処置として有

効なＡＥＤの使用法を含めた心肺蘇生法等の講習会を実施します。 
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【住民等】

○ 救急搬送要請及
び応急手当法

【救急救命士等】

○ 救急救命士によ
る適切な処置

○ 適切な救急医療
機関への直接搬
送

救 護

発
症

時間の流れ

医
療
機
能
（
重
症
度
）

搬
送
時
連
携

○ 在宅等での療養
を望む患者に対す
る退院支援

○ 合併症、後遺症の
ある患者に対する
慢性期の医療

救命期後医療

救命救急医療機
関等からの転院を
受け入れる病院

救急医療の体制

在宅等での生活

救命救急医療

救命救急センター 等

○ 傷病者の状態に応じ
た適切な救急医療

○ 24時間365日の救急搬
送受入（複数診療科に
わたる重篤な救急患者）

入院救急医療

入院を要する救急医療
を行う病院

○ 24時間365日の救急搬
送受入

○ 傷病者の状態に応じ
た適切な救急医療

○ 傷病者の状態に応じた適切な救急医療

初期救急医療

休日・夜間急患センター、深夜帯に対応する病院 等

転
院
時
連
携

【行政機関】
○ 大人の救急電話相談事業
○ 小児救急電話相談事業

相談支援

救命治療

ドクターヘリ

○ ドクターヘリに
よる救命治療

 

 

【救命医療】 【入院救急医療】 【初期救急医療】 【救命期後医療】

機能 救命救急医療 入院を要する救急医療 初期救急医療 救命救急医療機関等からの転院受入

目標

●24時間365日、救急搬送の受入

●疾病者の状態に応じた適切な医療

の提供

●24時間365日、救急搬送の受入

●傷病者の状態に応じた適切な医療

の提供

●傷病者の状態に応じた適切な救

急医療の提供

●在宅等での療養を望む患者に対す

る退院支援

●合併症、後遺症のある患者に対す

る慢性期の医療

求
め
ら
れ
る
事
項
の
目
安

●重篤な救急患者の常時受入

●ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＳＣＵ等の高度な治療

に必要な施設・設備

●救急医療に係る病床確保のための、

医療機関全体としてのベッド調整

●急性期のリハビリテーション実施

●重度の脳機能障害の後遺症を有

する等、特別な管理が必要な患者

の転棟、転院体制

●ＭＣ体制の充実への積極的な役割

●災害に備えた積極的な役割

●診療機能を住民・救急搬送機能等

に周知

●地域の救命救急医療の充実強化

●救急救命士の病院実習、就業前研

修、再教育への協力

●省令による救急病院

●救急医療に関する知識・経験を有

する医師

●救急医療に必要な施設及び設備

●優先病床または専用病床

●傷病者の搬送に適した立地、搬入

に適した構造設備

●早期リハビリテーションの実施

●初期救急医療機関及び重症救急

患者に対応した連携

●ＭＣ協議会等との連携

●診療機能を住民・救急搬送機能等

に周知

●医療従事者に対する研修の実施

●省令による救急病院

●救急患者に対する外来診療

●近隣医療機関との連携

●対応可能時間等の周知

●気管切開等のある患者の受入体制

●重度の脳機能障害の後遺症を有す

る患者の受入体制

●精神疾患と身体疾患を合併する患

者の受入体制

●リハビリテーションの実施

●ＡＤＬの低下した患者に対する、在宅

等での包括的な支援体制

●居宅介護サービスの調整

●救急及び在宅医療機関、診療所等

の維持期の医療機関との診療情報

や治療計画の共有

課題

○二次救急医療体制の整備、三次救急医療体制の充実

○救急医療機関の役割分担や「かかりつけ医」の普及・啓発

○病院前救護体制の充実

評価

目標

二次・三次救急医療機関を受診する軽症患者の割合、救急要請から医療機関への収容までに要した時間
救急医療機関、かかりつけ医、介護施設等の関係機関が参加したメディカルコントロール協議会等の開催回数

救急医療の体制
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救
急
医
療
体
制
の
体
系
的
な
整
備

救急医療体制の充実強化に
向け、関係機関における二
次保健医療圏ごとの実情に
応じた連携強化等の取組を
支援

医療機関の適正受診につい
て更なる普及啓発を推進

救急電話相談について更な
る周知啓発を実施

高齢者救急における医療提
供体制や救命期後の適切な
医療機関等への円滑な移行
について、ＭＣ協議会に介
護施設の参画を得て検討を
実施

新興感染症の発生・まん延
時に向け、医療機関と連携
して重症者用病床や個人防
護具等の確保、医療機関と
消防機関との連携体制の強
化を実施

二次・三次救急医療機関を
受診する軽症患者数の割合

現状値 目標値

79.0%
（R４）

76.9%
（R11）

救急医療機関、かかりつ
け医、介護施設等の関係
機関が参加したメディカ
ルコントロール協議会等
(県及び各地域)の開催回数
（もしくは地域数）

現状値 目標値

0回
（R４）

5回
（R11）

個別施策 数値目標 成果目標

病
院
前
救
護
体
制
の
整
備

県ＭＣ協議会を定期的に開
催し、より質の高い救急業
務に対応できる体制を構築

傷病者の搬送・受入れ実施
基準に基づく実態調査と分
析を継続し、円滑な搬送及
び受入れ調整等を構築

救急搬送困難事例の改善に
向け、救急医療情報システ
ムの導入を図る消防機関と
救急医療機関の取組を支援

救急救命士の計画的な養成
を支援

救急救命士、救急隊員等の
教育を実施

メディカルコントロールに
精通した指導医を養成する
ため指導医セミナーを実施

心肺機能停止傷病者に対す
る救命措置として有効なＡ
ＥＤの使用法を含めた心肺
蘇生法などの講習会を実施

救急救命士のうち薬剤投
与認定者の割合

現状値 目標値

99.7%
（R４）

100%
（R11）

脳卒中病院前救護（ＰＳ
ＬＳ）コース講習を受講
した救急救命士の延人数

現状値 目標値

299人
（R４）

432人
（R11）

指導救命士数

現状値 目標値

38人
（R４）

50人
（R11）

救急要請（入電）から医
療機関収容までの平均所
要時間

現状値 目標値

44.7分
（R４）

38.8分
（R11）

一般市民が目撃した心原性
心肺機能停止傷病者に対し
一般市民により除細動（Ａ
ＥＤ）が実施された割合

現状値 目標値

3.4%
（R４）

5.7%
（R11）

一般市民が目撃した心原
性心肺機能停止傷病者の1
か月後の生存率（直近５
か年平均）

現状値 目標値

10.9%
(H30-R4)

12.8%
(R10)

一般市民が目撃した心原
性心肺機能停止傷病者の
１か月後の社会復帰率
（直近５か年平均）

現状値 目標値

7.38%
(H30-R4)

8.9%
(R10)
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救急医療の体制を構築する病院（令和６年３月時点） 

機能 救命医療 入院救急医療 初期救急医療 救命期後医療 

二
次
保
健
医
療
圏 

村
山 

○ 

国立大学法人山
形大学医学部附
属病院 

国立大学法人山 
形大学医学部附 
属病院 

国立大学法人山 
形大学医学部附 
属病院 

山形済生病院 

 
 

○ 

山形県立中央病院
救命救急センター 

山形県立中央病院 山形市立病院済生館 篠田総合病院 

山形市立病院済生館 山形済生病院 山形ロイヤル病院 

 
 山形市立病院済

生館 
山形済生病院 篠田総合病院 国立病院機構山形病院 

 
 

篠田総合病院 北村山公立病院 北村山公立病院 

 
 

 北村山公立病院 山形徳洲会病院 山形徳洲会病院 

 
 

 山形徳洲会病院 東北中央病院 東北中央病院 

 
 

 東北中央病院 至誠堂総合病院 至誠堂総合病院 

 
 

 至誠堂総合病院 みゆき会病院 みゆき会病院 

 
 

 みゆき会病院 小白川至誠堂病院 尾花沢病院 

 
 

 小白川至誠堂病院 山形県立河北病院 小白川至誠堂病院 

 
 

 山形県立河北病院 吉岡病院 吉岡病院 

 
 

 吉岡病院 天童温泉篠田病院 天童温泉篠田病院 

 
 

 天童温泉篠田病院 寒河江市立病院 寒河江市立病院 

 
 

 寒河江市立病院 天童市民病院 天童市民病院 

 
 

 天童市民病院 朝日町立病院 朝日町立病院 

 
 

 朝日町立病院 西川町立病院 西川町立病院 

 
 

 西川町立病院     

最
上 

○ 
 

山形県立新庄病院 
地域救命救急セン
ター 

山形県立新庄病院 山形県立新庄病院 山形県立新庄病院 

 
 

新庄徳洲会病院 新庄徳洲会病院 新庄徳洲会病院 

 
 

 最上町立最上病院 最上町立最上病院 最上町立最上病院 

 
 

 
 

 町立真室川病院 町立真室川病院 町立真室川病院 

置
賜 

○ 

公立置賜総合病院
救命救急センター 

公立置賜総合病院 公立置賜総合病院 国立病院機構米沢病院 

 
  

米沢市立病院 米沢市立病院 吉川記念病院 

米沢市立病院 舟山病院 舟山病院 三友堂病院 

 
 

 公立高畠病院 公立高畠病院 舟山病院 
 

 
  白鷹町立病院 白鷹町立病院 公立高畠病院 

   小国町立病院 川西湖山病院 

 
 

    白鷹町立病院 

 
 

    公立置賜長井病院 

    公立置賜南陽病院 

    小国町立病院 

庄
内 

○ 

日本海総合病院 
救命救急センタ
ー 

日本海総合病院 日本海総合病院 庄内余目病院 

鶴岡市立荘内病院 鶴岡市立荘内病院 鶴岡協立病院 

 
 鶴岡市立荘内病

院 
庄内余目病院 庄内余目病院 三川病院 

 
 

鶴岡協立病院 鶴岡協立病院 
本間病院  

 

  本間病院 本間病院 

 
 

   
三井病院 

（産科のみ） 

鶴岡協立リハビリテー

ション病院 

 
 

  
  

鶴岡市立湯田川温泉ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
 

  

 
 

     日本海酒田リハビリテ

ーション病院  
 

     

 
 

     遊佐病院 

 
 

 
 

      酒田東病院 

 ※ ○ → 三次救急医療を担う施設     


